
鉾田市告示第 47号 

 

 鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付要綱を次のとおり定める。 

 

  令和８年３月 26日 

 

鉾田市長 井川 茂樹 

    

鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，エネルギー価格の高騰を踏まえ，省エネルギー性能に優れたエアコ

ンへの買換えを支援し，家庭におけるエネルギー負担の軽減及び温室効果ガスの排出削

減を図ることを目的に，予算の範囲内において補助金を交付するものとし，その補助金

の交付については，鉾田市補助金等交付規則（平成 17年鉾田市規則第 37号）に定める

もののほか，この要綱の定めるところによる。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において，次の各号に掲げる用語の意義は，それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１） 省エネエアコン エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に

関する法律（昭和 54 年法律第 49 号。以下「省エネ法」という。）に定められた特定エ

ネルギー消費機器のうち省エネルギー性能に優れたエアコンをいう。 

（２） 省エネ基準達成率 経済産業省が定める日本産業規格（JIS規格）Ｃ９９０１に基

づく省エネルギー基準の達成率をいう。 

 

（補助対象エアコン） 

第３条 補助金の交付の対象となるエアコン（以下「対象エアコン」という。）は，次に

掲げる要件を満たす省エネエアコンとする。 

（１） 省エネ法に基づいて定められた目標年度 2027年度における省エネ基準達成率 100%

以上のエアコン。 

（２）自らが市内に住所を有する居宅（併用住宅にあっては，住宅部分に限る。）に設置

するエアコンで，家庭用（業務用ではないこと。）のものであること。 

（３）令和８年４月１日から令和９年３月１日までの期間に，茨城県内の店舗（インター

ネット及び通信販売を除く。）において購入及び設置したもので新品であること。 

 

（補助対象者） 

第４条 補助金の交付の対象となる者は，個人であって，次の各号のいずれにも該当する



ものとする。 

（１） 対象エアコンの購入及び交付申請時点において市内に住所を有し，かつ，市の住

民基本台帳に記録されている者であること。 

（２） 第１号に規定する者の属する世帯員全員に，申請日に納期限が到来していないも

のを除いて市税等に未納がないこと。 

（３） 鉾田市暴力団排除条例（平成 23年鉾田市条例第 13号。以下「暴排条例」という。）

第２条第１号から第３号までの規定に該当しない者であること。 

（４） 本人及び同一世帯員が一の年度内にこの補助金の交付を受けていない者であるこ

と。 

（５） 転売を目的として，対象エアコンを購入した者でないこと。 

 

（補助対象経費） 

第５条 補助金の交付の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は，対象エア

コンの購入費用（設置等の工事に要する経費を除く。）とし，消費税及び地方消費税の

額を含まないものとする。 

２ 国，地方公共団体その他団体が実施する同様の補助制度を併用する場合は，補助対象

経費の額からその補助制度で受ける補助額を控除するものとする。 

  

（補助金の額） 

第６条 補助金の額は，対象エアコンの台数にかかわらず，次の各号に掲げる額とし，千

円未満の端数が生じたときは，これを切り捨てるものとする。 

２ 市内に所在する店舗から購入した場合は，補助対象経費に２分の１を乗じて得た額と

し，補助限度額は上限１００，０００円とする。 

３ 市外に所在する店舗から購入した場合は，補助対象経費に３分の１を乗じて得た額と

し，補助限度額は上限１００，０００円とする。 

 

（補助金の交付申請） 

第７条 補助金の交付を受けようとする者は，鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付

申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を添えて，令和８年６月１日から令和９年３月

１日までに市長に提出しなければならない。 

（１） 補助対象経費に係る領収書等（購入日，購入店舗，購入金額及び製品名等が確認

できるもの） 

（２） メーカー発行の保証書の写し（製造名及び型番が記載されているものに限る。） 

（３） 設置場所が分かる書類の写し（購入した補助対象機器の納入日若しくは設置日及

び納品先住所が記載されているもの又は居宅内に設置したことがわかる写真） 

（４） 対象エアコンが省エネ基準達成率を達成していることが分かる書類 

（５） その他市長が必要と認める書類 

 



（交付の決定） 

第８条 市長は，前条の規定による補助金の交付申請があったときは，その内容を審査し，

補助金の交付又は不交付を決定する。 

２ 市長は，前項の規定により補助金の交付を決定したときは，当該交付の申請をした者

（以下「交付申請者」という。）に対し，鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付決

定通知書（様式第２号）により，これを通知するものとする。 

３ 市長は，第１項の規定により補助金の不交付を決定したときは，当該交付申請者に対

し，鉾田市省エネエアコン買換促進補助金不交付決定通知書（様式第３号）により，こ

れを通知するものとする。 

 

（補助金の請求及び交付） 

第９条 交付申請者は，前条第２項の規定による補助金の交付の決定の通知を受けたとき

は，速やかに鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付請求書（様式第４号）を市長に

提出しなければならない。 

２ 市長は，前項の請求があったときは，速やかに補助金を交付しなければならない。 

 

（交付の回数） 

第 10条 この要綱に定める補助金の交付は，１世帯につき１回を限度とする。 

 

（交付決定の取消し） 

第 11 条 市長は，交付申請者が次の各号のいずれかに該当するときは，第８条第１項の

規定による補助金の交付の決定の全部又は一部を取消し，鉾田市省エネエアコン買換促

進補助金交付決定取消通知書（様式第５号）により，これを通知するものとする。 

（１） この要綱の規定に違反したとき。 

（２） 虚偽その他不正な行為により補助金の交付を受け，又は受けようとしたとき。 

（３） 前各号に掲げるもののほか，市長が必要と認めたとき。 

 

（補助金の返還） 

第 12 条 市長は，前条の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場

合において，当該取消しに係る補助金を既に交付しているときは，補助金の交付を受け

た者に対し，鉾田市省エネエアコン買換促進補助金返還命令通知書（様式第６号）によ

り，期限を定めて，当該補助金の返還を命じることができる。 

 

（雑則） 

第 13条 この要綱に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

 

附 則 

１ この要綱は，令和８年４月１日から施行する。 



様式第１号（第７条関係） 

 

                         令和   年   月   日 

鉾田市長        様 

 

（申請者） 

                     住所 

                     氏名              ㊞ 

                     電話番号 

 

鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付申請書 

 

鉾田市省エネエアコン買換促進補助金の交付を受けたいので，鉾田市省エネエアコン補

助金交付要綱第７条の規定に基づき，下記のとおり関係書類を添えて申請します。 

 

記 

メーカー名･

機 種 型 番 

   

省エネ基準 

達 成 率 

   

購 入 日 令和  年  月  日 令和  年  月  日 令和  年  月  日 

購入店舗名    

購 入 店 舗 

住 所 

   

購 入 区 分 □買換え  □新規 □買換え  □新規 □買換え  □新規 

購 入 額 

（ 税 抜 ） 

 

円 

 

円 

 

円 

購入額×1/2

又は 1/3 

① 

円 

② 

円 

③ 

円 

補助金交付申請額 
①＋②＋③（1,000円未満切捨て） 

上限 100,000円 
円 

 

 

 



（裏） 

誓約書兼同意書 

 

 私は，鉾田市省エネエアコン買換促進補助金の申請を行うにあたり，本様式の記載事

項及び提出書類の内容について，事実に相違ないことを誓約します。 

 また，補助金の交付の審査にあたり，市が保有する私の住民基本台帳情報及び市税等

の状況を確認することに同意します。 

 

下記の項目にレ点を付けてください。 

□ 対象エアコンの購入及び交付申請時点において市内に住所を有し、市の住民基本台帳

に記録されている 

□ 申請者の属する世帯員全員に、申請日に納期限が到来していないものを除いて市税等

に未納がない 

□ 鉾田市暴力団排除条例（平成 23年鉾田市条例第 13号）第２条第１号から第３号まで

の規定に該当していない 

□ 本人及び同一世帯員が一の年度内にこの補助金の交付を受けていない 

□ 転売を目的として、対象エアコンを購入していない 

 

 

              令和   年   月   日 

               

                     氏 名            ㊞ 

 

 

添付書類 

 該当する箇所にレ点を付けてください。 

□領収書等原本 

□製造事業者が発行する保証書の写し 

□納品又は設置したことがわかる書類 

□省エネ基準達成率が確認できる書類（カタログ等） 

□その他（                  ） 

 

  



様式第２号（第８条関係） 

 

                                 第    号 

                           令和  年  月  日 

 

      様 

 

鉾田市長 

 

 

鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付決定通知書 

 

 令和  年  月  日付けで交付申請のあった鉾田市省エネエアコン買換促進補助

金については，鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付要綱第８条第２項の規定によ

り，下記のとおり交付することに決定したので通知します。 

 

記 

 

１ 補助金の額     金           円 

 

  



様式第３号（第８条関係） 

 

                                 第    号 

                         令和  年  月  日 

 

      様 

 

鉾田市長 

 

 

鉾田市省エネエアコン買換促進補助金不交付決定通知書 

 

 令和  年  月  日付けで交付申請のあった鉾田市省エネエアコン買換促進補助

金については，鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付要綱第８条第３項の規定によ

り，次のとおり不交付とすることに決定したので通知します。 

 

 

不交付の理由  



様式第４号（第９条関係） 

 

令和   年   月   日 

 

 

鉾田市長        様 

 

（申請者） 

 住所 

                       氏名            ㊞ 

                       電話番号 

 

鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付請求書 

 

 

 令和   年   月   日付け鉾生第   号により交付決定のあった鉾田市省

エネエアコン買換促進補助金について，鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付要綱第

９条第１項の規定に基づき，下記のとおり交付請求します。 

 

記 

１ 補助金交付請求額    金           円 

 

２ 振込先 

金 融 機 関 名 

・ 支 店 名 

           銀行             本店 

   金庫             支店 

           農協              所 

金融機関コード     支店コード    

種 別 １ 普通   ２ 当座   ３その他（      ） 

口 座 番 号        

口 座 名 義 人 

(ﾌﾘｶﾞﾅ) 

 

 

  



様式第５号（第 11条関係） 

第    号 

                         令和  年  月  日 

 

      様 

 

鉾田市長 

 

 

鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付決定取消通知書 

 

 令和  年  月  日付け鉾生第   号で交付決定した鉾田市省エネエアコン買

換促進補助金については，鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付要綱第 11条の規定

により，次のとおり取消しとすることに決定したので通知します。 

 

 

１ 取消しの理由  



様式第６号（第 12条関係） 

第    号 

                           令和  年  月  日 

 

      様 

 

鉾田市長 

 

 

鉾田市省エネエアコン買換促進補助金返還命令通知書 

 

 令和  年  月  日付け鉾生第   号で交付決定した鉾田市省エネエアコン買

換促進補助金については，鉾田市省エネエアコン買換促進補助金交付要綱第 12条の規定

により，下記のとおり補助金の（全部・一部）返還を命じることに決定したので通知し

ます。 

 

記 

 

１ 補助金返還の理由 

 

２ 補助金返還額              円 

  


